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準備委員会

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会

日向市準備委員会 常任委員会の役割について

１．常任委員会の構成員(会則第 12 条第１項)

→常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。

２．常任委員会の委員長の選任について(会則第 12 条第２項)

→委員長は、会長をもって充てる。

３．常任委員会の副委員長の選任について(会則第 12 条第 3項)

→副委員長は、副会長をもって充てる。

説明事項

総 会

常任委員会（会長・副会長・常任委員）
総会からの委任事項、緊急な事項、専門委員会の
設置・付託、その他の必要事項の審議・決定

専門委員会
常任委員会からの付託事項の調査・審議、委任事項
の審議・決定

専門委員

委任

付託・委任

報告

報告

※準備委員会委員は、専門委員兼任可

会長

副会長

常任委員

監事

委員

委
員
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４．常任委員会の審議・決定事項(会則第 12 条第 7 項)

→常任委員会は次に掲げる事項について審議し、決定する。

（１）総会から委任された事項に関すること

①開催準備の総合企画及び運営に関すること

②競技会場及び競技運営並びに式典に関すること

③宿泊及び医事衛生に関すること

④輸送、交通、警備及び消防に関すること

⑤広報及び市民運動に関すること

⑥その他会務に必要な事項に関すること

（２）専門委員会の設置並びに専門委員会への付託及び委任事項に関すること

（３）総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること

（４）その他委員長が必要と認める事項に関すること
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会

日向市開催推進総合計画（案）

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会「日本のひなた

宮崎国スポ・障スポ」（以下「宮崎国スポ・障スポ」という。）を成功に導くため、

日向市開催基本方針に沿った開催推進総合計画を定めるものとする。

１ 基本方針

（１）総務企画

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、宮崎国スポ・障スポを

一過性のスポーツイベントとせず、その開催を通じて市民が日向市に愛着と誇

りを持てる大会とするため、総合的な計画の立案と施策の推進を図る。

（２）財務

県、競技団体、関係機関及び関係団体との相互協力のもと、創意工夫を凝らし

た魅力あふれる大会を目指し、適切で効率的な財務の運営を図る。

（３）広報

宮崎国スポ・障スポ開催に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、多様な

媒体を計画的かつ効果的に活用した広報活動を展開するとともに、充実したス

ポーツ環境、豊かな自然、歴史文化、食など本市の多彩な魅力を全国に向けて発

信する。

第１号議案
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（４）市民運動

市民一人ひとりが宮崎国スポ・障スポ開催の意義を理解し、世代や組織、 障

がいの有無にかかわらず、それぞれの立場で大会に関わることで、新たなつなが

りが生まれ、誰もが尊重され、共に支え合って生きる社会づくりにつなげるとと

もに、今後の日向市の発展につなげる。

（５）観光・おもてなし

選手・監督をはじめ、本市を訪れるすべての方々を温かくお迎えするとともに、

風光明媚な観光地や豊かな食文化など本市の多彩な魅力に触れ、「リラックスタ

ウン日向」の雰囲気を感じてもらうことで、「また訪れたい」と思っていただけ

るよう心のこもったおもてなしを提供する。

（６）競技

県、競技団体、関係機関及び関係団体と緊密に連携し、競技会の円滑な運営を

図るとともに、競技運営に必要な用具等については、可能な限り現有のものを活

用するなど効率的に整備する。

（７）式典

県、競技団体、関係機関及び関係団体と十分に協議をし、創意工夫を凝らした

温かみのある式典とする。

（８）施設

国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重し、競技運営に

支障がないよう競技団体と十分に協議するとともに、市民利用にも配慮した整

備に努める。
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（９）宿泊

選手・監督をはじめ、大会関係者等の宿泊については、宿泊施設等と緊密に連

携し、安全で快適な宿舎の確保を図り、受け入れ体制に万全を期する。

（１０）医事・衛生

選手・監督をはじめ、大会に関わる全ての方々が清潔かつ快適な環境のもとで

十分な活躍と観覧ができるよう、県、競技団体、関係機関及び関係団体の協力を

得ながら、食品衛生及び環境衛生に配慮するとともに、防疫体制及び医療救護体

制の確立を図る。

（１１）輸送・交通

本市の交通事情を勘案し、交通事業者及びその他関係機関等と緊密に連携す

ることで、安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通

機関の利用を促進するなど、交通混雑の緩和と環境に配慮した輸送・交通体制の

確立を図る。

（１２）消防防災・警備

競技会場その他大会関係施設における災害の防止、治安の確保及び非常時に

おける緊急対応に万全を期するため、消防・警察その他関係機関等と緊密に連携

し、消防防災・警備体制の確立を図る。

２ 年次計画

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日向市開催推

進総合年次計画（年度別業務一覧）については、別表のとおりとする。

また、年次計画は進行管理を行うとともに、適宜見直しを行う。
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第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会

日向市準備委員会専門委員会規程（案）

（趣旨）

第１条 この規程は、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ

大会日向市準備委員会会則（令和５年１１月１４日施行）第１３条第３項の規

定に基づき、第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日

向市準備委員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に

関し、必要な事項を定めるものとする。

（専門委員会の名称等）

第２条 専門委員会の名称並びに第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障

害者スポーツ大会日向市準備委員会常任委員会からの付託及び委任事項は、

別表のとおりとする。

（役員）

第３条 専門委員会に次の役員を置く。

（１） 委員長 １名

（２） 副委員長 若干名

（役員の選任）

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員（以下「委員」という。）のうちから

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会日向市準備委

員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。

（役員の職務）

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、

あらかじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。

第 2号議案
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（会議）

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

２ 専門委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。

３ 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはでき

ない。ただし、専門委員会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項

について、代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。

４ 専門委員会の議事は、出席した委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議

決に 加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の

決するところによる。

５ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。

（専門部会）

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置

し、専門的事項について調査研究等を行わせ、その結果を報告させることがで

きる。

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱した者（以下、「部会委員」という。）をもっ

て構成する。

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場合にお

いて、これらの条文中「専門委員会」 とあるのは「専門部会」と、「委員長」

とあるのは「部会長」と、「副委員長」 とあるのは「副部会長」と、「専門委

員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。

（委任）

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営に関し、

必要な事項は、それぞれ委員長及び部会長が定める。

附 則

この規程は、令和５年１１月 日から施行する。
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別表（第２条関係）

名 称 付 託 事 項 委 任 事 項

総務企画

専門委員会

１ 総務企画に関すること

２ 財務に関すること

３ 広報に関すること

４ 市民運動に関すること

５ 観光・おもてなしに関すること

６ 他の専門委員会に属さない事項に関

すること

左記付託する事項

のうち、事業の実施に

関すること

競技式典

専門委員会

１ 競技運営に関すること

２ 式典に関すること

３ 競技会場に関すること

４ その他競技運営に関すること

左記付託する事項

のうち、事業の実施に

関すること

宿泊衛生

専門委員会

１ 宿泊に関すること

２ 医事及び衛生に関すること

３ 環境衛生及び食品衛生に関すること

４ その他宿泊衛生に関すること

左記付託する事項

のうち、事業の実施に

関すること

輸送交通

専門委員会

１ 輸送及び交通に関すること

２ 消防防災及び警備に関すること

３ その他輸送交通に関すること

左記付託する事項

のうち、事業の実施に

関すること


